
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　双方向リモコン，携帯情報端末等の近距離双方向通信を行う情報処理機器に組み込んで
使用される光空間伝送装置であって、
　入力されるデータを電気信号に変換するエンコード手段、及び該変換された電気信号を
光信号に変換して外部空間の所定の方向に発光する発光手段を有する送信手段と、
　外部空間の所定の方向から到来する光信号，及び上記送信手段の発光手段から発光され
る光信号の一部，を受光することができるよう配置され、該受光した光信号を電気信号に
変換する受光手段、及び該変換された電気信号をデータに変換して出力するデコード手段
を有する受信手段と、
　光空間伝送装置が正常に動作していないことを報知する異常報知手段と、
　テストモードでは、入力されるテストデータを上記送信手段のエンコード手段に入力し
、この送信手段から出力されるテストデータを検知して上記受信手段のデコード手段から
出力されるデータを、上記テストデータと照合して、該光空間伝送装置が正常に動作して
いるか否かを判定し、正常に動作していないとき上記異常報知手段を動作せしめ、使用モ
ードでは、入力される送信データを上記送信手段のエンコード手段に入力し、上記受信手
段のデコード手段から出力されるデータを受信データとして出力する制御手段と、
　上記制御手段のテストモードと使用モードとを切り換えるモード切換手段とを備えたこ
とを特徴とする光空間伝送装置。
【請求項２】
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　請求項１に記載の光空間伝送装置において、
　少なくともそのデータコードとデータ量とを組み合わせて定めた複数のテストデータを
予め記憶し、該複数のテストデータのうち、外部入力により選択されたテストデータを上
記制御手段に入力するテストデータ入力手段を備えたことを特徴とする光空間伝送装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は双方向リモコン，携帯情報端末等の近距離双方向通信を行う情報処理機器に組み
込んで使用される光空間伝送装置に関し、特に通信障害を防止することのできるものに関
するものである。
【０００２】
【従来の技術】
セットトップボックス（ＳＴＢ）タイプのケーブルテレビでは、ゲームの配送を行うため
に双方向通信が可能な双方向リモコンが使用されている。
また、ノートパソコン等の携帯情報端末は、双方向通信により２台の携帯情報端末間で各
々が記憶している情報を互いに相手方に記憶させて、情報を交換できるようにしている。
かかる双方向リモコン，及び携帯情報端末における双方向通信を実現する装置として、廉
価であり，かつ簡易な通信を実現できる光空間伝送装置が使用されている。
【０００３】
　この 空間伝送装置は、双方向リモコン，携帯情報端末等の情報処理機器に組み込んで
使用され、送信部が、情報処理機器から入力される送信データをエンコードし、これを赤
外光等の光信号に変換して外部空間に発光し、受信部が、相手方の 空間伝送装置が発光
した光信号を受光し、デコードしてこれを受信データとして情報処理機器に出力するもの
である。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記従来の光空間伝送装置は、光を通信媒体とする空間伝送を行うもので
あるため、太陽光や蛍光灯などの通信環境の外乱の影響を受け易く、特に、双方向リモコ
ン，携帯情報端末のような携帯型の情報処理機器に使用される光空間伝送装置は、消費電
力を少なくするため受光感度を上げることが要請されることから、特に外乱の影響を受け
易く、かかる外乱による通信障害が発生し易いという問題点がある。
【０００５】
かかる問題点を解消するため、例えば、従来の携帯情報端末に使用される光空間伝送装置
では、通信環境の外乱によるノイズをフィルタでカットするようにしているが、コストが
かかり、かつノイズをカットするための回路が大きくなるため好ましくない。
【０００６】
また、携帯型の情報処理機器に使用される光空間伝送装置は、その相対的移動に伴い通信
距離が変化し、通信距離が大きくなった場合、受光強度が下がり、極端に通信距離が大き
くなると、入力信号を認識することが困難となり、通信が不可能となる。逆に、通信距離
が小さくなった場合、受光強度が上がり、極端に距離が小さくなると、入力信号が受信部
の許容値を超え、同じく通信が不可能となる。かかる携帯型の情報処理機器に使用される
空間伝送装置は、一般に、５ｃｍ～３ｍ程度の範囲の通信距離で使用され、通信距離の平
均値に対する通信距離の変化割合が大きいため受光強度の変化が大きく、受光強度の過大
な変化による通信障害を発生し易いという問題点があった。
【０００７】
本発明はかかる問題点を解決するためになされたもので、通信環境の外乱による通信障害
，及び通信距離の変化に伴う受光強度の過大な変化による通信障害の発生を防止すること
のできる光空間伝送装置を提供することを目的としている。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
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本発明に係る光空間伝送装置は、双方向リモコン，携帯情報端末等の近距離双方向通信を
行う情報処理機器に組み込んで使用される光空間伝送装置であって、入力されるデータを
電気信号に変換するエンコード手段、及び該変換された電気信号を光信号に変換して外部
空間の所定の方向に発光する発光手段を有する送信手段と、外部空間の所定の方向から到
来する光信号，及び上記送信手段の発光手段から発光される光信号の一部，を受光するこ
とができるよう配置され、該受光した光信号を電気信号に変換する受光手段、及び該変換
された電気信号をデータに変換して出力するデコード手段を有する受信手段と、光空間伝
送装置が正常に動作していないことを報知する異常報知手段と、テストモードでは、入力
されるテストデータを上記送信手段のエンコード手段に入力し、この送信手段から出力さ
れるテストデータを検知して上記受信手段のデコード手段から出力されるデータを、上記
テストデータと照合して、該光空間伝送装置が正常に動作しているか否かを判定し、正常
に動作していないとき上記異常報知手段を動作せしめ、使用モードでは、入力される送信
データを上記送信手段のエンコード手段に入力し、上記受信手段のデコード手段から出力
されるデータを受信データとして出力する制御手段と、上記制御手段の使用モードとテス
トモードとを切り換えるモード切換手段とを備えたものである。
【０００９】
また、本発明に係る光空間伝送装置は、少なくともそのデータコードとデータ量とを組み
合わせて定めた複数のテストデータを予め記憶し、該複数のテストデータのうち、外部入
力により選択されたテストデータを上記制御手段に入力するテストデータ入力手段を備え
たものである。
【００１１】
【発明の実施の形態】
実施の形態１．
本発明の実施の形態１は、光空間伝送装置をテレビの双方向リモコンに組み込んで使用す
る場合の一例を示すものである。
【００１２】
図１は本実施の形態１による光空間伝送装置の設置状態を模式的に示す側面図であり、図
において、１はリモコン、２はテレビであり、リモコン１の前面に第１の光空間伝送装置
３が、テレビ２の前面に第２の光空間伝送装置４がそれぞれ設置されている。
【００１３】
図２はリモコン１，及び第１の光空間伝送装置３の構成を示すブロック図であり、図にお
いて、リモコン１は、キー入力手段６，受信データ処理手段７，データ表示手段８，テス
トデータ選択指示入力手段９，及び光空間伝送装置３を有している。キー入力手段６は使
用者の操作によるキー入力を送信データとして出力する。データ表示手段８は液晶パネル
等からなり、データを表示する。受信データ処理手段７は受信データ２７を信号処理して
データ表示手段８に表示する。テストデータ選択指示入力手段９はリモコン１の通信条件
に合致したテストデータを選択するための指示を出力する。
【００１４】
　光空間伝送装置３は使用モードとテストモードとを有しており、図の実線の矢印は使用
モードにおける信号の流れを、破線の矢印はテストモードにおける信号の流れをそれぞれ
表している。１３は通信監視手段であり、使用モードでは、リモコン１のキー入力手段６
から入力される送信データ１１を相手方の第２の 空間伝送装置に送信するよう出力する
とともに、第２の 空間伝送装置からの受信データ２７を受け取り、これをリモコン１の
受信データ処理手段７に出力し、テストモードでは、後述するテストデータ２８を送信す
るよう出力するとともに、入力される受信後のテストデータ２９と送信したテストデータ
２８の送受信コード照合手段２０での照合結果信号３５に応じて、異常表示信号３０を出
力する。２４は、使用者が通信監視手段１３の使用モードとテストモードとを切換えるた
めのモード切換手段である。１２はテストデータ入力手段であり、データコードとデータ
量とを組み合わせて定めた複数のテストデータを予め記憶しており、この記憶している複
数のテストデータのうち、上記リモコン１のテストデータ選択指示入力手段９の出力によ
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り選択されたテストデータ２８を通信監視手段１３に入力する。１４は、通信監視手段１
３から入力されるデータ（送信データ１１，又はテストデータ２８）を送信信号（電気信
号）１８に変換するエンコード手段、１５は、リモコン１の前面に設置され、該変換され
た送信信号１８を光信号２５ａに変換して外部空間に発光する発光手段、１７は、リモコ
ン１の前面に設置され、外部空間から到来する光信号２５ｂを受光して受信信号（電気信
号）１９に変換する受光手段、１６は該変換された受信信号をデータ（受信データ，受信
後のテストデータ）に変換するデコード手段、２０は通信監視手段１３から入力されるテ
ストデータ２８と受信後のテストデータとを照合し、その照合結果信号３５を通信監視手
段１３に出力する送受信コード照合手段、２２は通信監視手段１３から異常表示信号３０
が出力されるとオンする警告ランプからなる異常表示手段（異常報知手段）である。ここ
で、警告ランプに代えて警告ブザー等を用いてもよい。また、エンコード手段１４，及び
発光手段１５が送信手段３２を構成し、デコード手段１６，及び受光手段１７が受光手段
３３を構成し、通信監視手段１３，及び送受信コード照合手段２０が制御手段３９を構成
する。また、テストデータ入力手段１２，通信監視手段１３，エンコード手段１４，デコ
ード手段１６，及び送受信コード照合手段２０は、ＣＰＵ等の演算装置１０により実現さ
れる。
【００１５】
ここで、発光手段１５，及び受光手段１７について図３を用いてさらに詳細に説明する。
図３は発光手段１５，及び受光手段１７の構成を模式的に示す図であり、図において、発
光手段１５は、例えばＬＥＤ、受光手段１７は、例えばフォトダイオードからなり、通信
媒体として、例えば赤外光が用いられる。ＬＥＤ１５は、該ＬＥＤの指向方向６１を中心
として若干広がった，発光強度等レベル曲線３６で示される指向特性を有しており、一方
、フォトダイオード１７は、該フォトダイオードの指向方向６２を中心として若干広がっ
た，受光感度等レベル曲線３７で示される指向特性を有しており、上記ＬＥＤの指向方向
６１と上記フォトダイオードの指向方向６２とは平行に設定され、かつＬＥＤ１５とフォ
トダイオード１７とは、該ＬＥＤ１５の発光強度等レベル曲線３６と該フォトダイオード
１７の受光感度等レベル曲線３７とが重なり領域３８を有するよう、近接して配置されて
いる。従って、ＬＥＤ１５で光信号を発光すると、該光信号の一部をフォトダイオード１
７が受光するようになっている。また、このような広がりを有する指向特性は、通信媒体
が光であるため容易に得ることができる。３１はＬＥＤを駆動するためのＬＥＤドライバ
、３４はフォトダイオード１７で受光し電気信号に変換した受信信号を増幅する増幅器で
ある。
【００１６】
また、エンコード手段１４，及びデコード手段１６について、図４を用いてさらに詳細に
説明する。図４は光信号のデータフォーマットを示す図であり、図において、光信号のデ
ータは１バイトごとにスタートビットとストップビットが付加される。各ビットは値が“
１”の場合に光パルスが発光され、値が“０”の場合には光パルスが発光されない。スタ
ートビットは１ビット長の値“１”の光パルスで表され、ストップビットは１ビット長以
上の無発光で表される。図では、１６進数の１２を示す１バイト分の光信号列を表してい
る。エンコード手段１４は、入力されたデジタル信号のデータを図の光信号のデータフォ
ーマットの電気信号（送信信号）に変換し、デコード手段１６は、入力された図の光信号
のデータフォーマットの電気信号（受信信号）をデジタル信号のデータに変換する。
【００１７】
また、テストデータ選択指示入力手段９，及びテストデータ入力手段１２について、さら
に詳細に説明する。光信号２５に対する太陽光や蛍光灯などの通信環境の外乱の影響は、
例えば、“１”の値を表す方形波パルスの波形が崩れるという形で現れるので、光信号２
５は、その値が“１”となるビットが多いデータコードである程、外乱の影響を受けやす
く（最悪のデータコードは、全ビットの値が“１”であるものである）、また、データ量
（バイト数）が多い程、外乱による影響を受け易い。そこで、光空間伝送装置を使用する
と想定している情報処理装置の通信条件に適した、データコードの種類とデータバイト数
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との組み合せを、テストデータとして、複数、予め用意し、これをテストデータ入力手段
１２に記憶させ、選択指示の入力により、該選択されたテストデータ２８を出力するよう
にしている。ここで、情報処理装置の通信条件として、例えば、双方向リモコン１では、
単発的に一度に大量のデータが送信され、携帯情報端末では、同じ量のデータが長時間送
信されることを考慮している。
【００１８】
本実施の形態１では、リモコン１のテストデータ選択指示入力手段９は、単発的に一度に
大量のデータが送信されるという通信条件に合致するテストデータを選択する旨の指示を
テストデータ入力手段１２に入力している。
【００１９】
また、第２の光空間伝送装置４は、テレビ２のデータ処理手段（図示せず）から送信デー
タ１１が通信監視装置１３に入力され、通信監視装置１３から受信データ２７がデータ処
理手段に入力されている点以外は、第１の光空間伝送装置３と全く同じである。
【００２０】
次に、以上のように構成された本実施の形態１による光空間伝送装置の動作を図１，２に
従い説明する。
ここで、リモコン１，テレビ２は蛍光灯が点灯された室内に置かれており、リモコン１，
テレビ２はオンしており、リモコン１の第１の光空間伝送装置３では、テストデータ入力
手段１２はテストデータ選択指示入力手段９からの入力で指示されたテストデータ２８を
通信監視装置１３に出力しているものである。また、使用モード、テストモードの順に説
明するものとし、また、第２の光空間伝送装置４の動作は、第１の光空間伝送装置３の動
作と同様であるので、その説明を省略する。
【００２１】
使用者がモード切換手段２４を、使用モード側に切り換えると、通信監視手段１３が使用
モードに切り換わる。次いで、使用者が、リモコン１をテレビ２の第２の光空間伝送装置
４に向けて、リモコン１のキーを操作すると、キー入力手段６は送信データ１１を出力す
る。この出力を受け、通信監視手段１３は、送信データ１１をエンコード手段１４に出力
する。この出力を受け、エンコード手段１４は、送信データ１１をエンコードして送信信
号１８を出力する。この出力を受け、発光手段１５は送信信号１８を変換して光信号２５
ａを発光する。
【００２２】
一方、第２の光空間伝送装置４からの光信号２５ｂが到来すると、受光手段１７はこの光
信号２５ｂを受光し、これを変換して受信信号１９を出力する。この出力を受け、デコー
ド手段１６は受信信号１９をデコードして受信データ２７を出力する。ここで、通信監視
手段１３は、送信データ１１の出力，及び受信データ２７の出力のうち、いずれか一方の
みを行う。従って、送信時に受光手段１７で受光する発光手段１５からの光信号２５ａの
一部は受信データ処理手段７には出力されない。上記デコード手段の出力を受け、通信監
視手段１３は受信データ２７をリモコン１の受信データ処理手段７に出力する。この出力
を受け、受信データ処理手段７は、受信データ２７をデータ表示手段８に表示する。これ
により、双方向通信が行われる。
【００２３】
次に、使用者がモード切換手段２４を、テストモード側に切り換えると、通信監視手段１
３は、テストモードに切り換わり、テストデータ２８をエンコード手段１４と送受信コー
ド照合手段２０とに出力する。この出力を受け、エンコード手段１４は、送信データ１１
をエンコードして送信信号１８を出力し、この出力を受け、発光手段１５は送信信号１８
を変換して光信号２５ａを発光する。
【００２４】
この発光を受け、受光手段１７は光信号２５ａの一部を受光し、これを変換して受信信号
１９を出力し、この出力を受け、デコード手段１６は受信信号１９をデコードして受信後
のテストデータ２９を出力する。
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【００２５】
この出力を受け、通信監視手段１３は、受信後のテストデータ２９を送受信コード照合手
段２０に出力する。この出力を受け、送受信コード照合手段２０は、先に入力されたテス
トデータ２８と受信後のテストデータ２９とが一致するか否か照合し、この照合結果信号
３５を出力する。この出力を受け、通信監視手段１３は、上記照合結果が一致していない
場合は、異常表示信号３０を出力して異常表示手段２２をオンさせ、上記照合結果が一致
している場合は異常表示信号３０を出力しない。
【００２６】
ここで、いま、受光手段１７に蛍光灯の光が入射していると仮定すると、この入射光が電
気信号に変換されて、ノイズとして受信後のテストデータ２９に重畳され、送受信コード
照合手段２０での照合結果が一致せず、異常表示手段２２がオンする。そこで、使用者が
、異常表示手段２２の表示を見ながらリモコン１の姿勢を変え、蛍光灯の光が受光手段１
７に入射しなくなると、入射光によるノイズが消滅して、送受信コード照合手段２０での
照合結果が一致し、異常表示手段２２がオフする。これにより、使用者は、リモコン１を
使用する前に、該リモコン１を、蛍光灯の外乱による通信障害のない状態に置くようにす
ることができる。
【００２７】
　また、使用者が、リモコン１の姿勢を変えてもなお、異常表示手段２２がオフしないと
きには、送信手段３２，及び受信手段３３に異常がある場合であり、これにより、使用者
は、リモコン１を使用する前に、送信手段３２，及び受信手段３３に異常があること
知することができる。
【００２８】
　以上のように本実施の形態１においては、受光手段１７を、外部空間の所定の方向から
到来する光信号２５ｂと自身の発光手段１ から発光される光信号２５ａの一部とを受光
できるように配設し、テストモードで、テストデータ２８をエンコード手段１４に入力し
、デコード手段１６から出力される受信後のテストデータ２９と入力したテストデータ２
８とを照合して光空間伝送装置３が正常に動作しているか否かを判定し、正常に動作して
いないとき、異常表示手段２２を動作せしめるようにしたので、これにより、テストモー
ドにおいて、送信データとして入力したテストデータ２８がエンコード手段１４，発光手
段１５，及び受光手段１７を経てデコード手段１６か 信後のデータ２９として出力さ
れ、こ 信後のテストデータ２９と入力したテストデータ２８とを照合するので、この
照合結果が一致するか否かにより受光手段１７が通信環境の外乱の影響を受けているか否
かを検出することができ、受光手段１７が上記外乱の影響を受けて光空間伝送装置３が正
常に動作しない場合には、異常表示手段２２が動作しないよう、リモコン１の姿勢を変え
ることにより、使用前に装置３を通信可能な状態に置くことができ、容易に、通信環境の
外乱による通信障害を防止することができる。また、リモコン１の向きを変えてもなお異
常表示手段２２が動作することにより、送信手段３２，及び受信手段３３に異常があるこ
とを検知することができる。
【００２９】
また、本実施の形態１においては、データコードとデータ量とを組み合わせて定めた複数
のテストデータを予め記憶し、該複数のテストデータのうち、外部入力により選択された
テストデータ２８を通信監視手段１３に入力するようにしたので、これにより、その値が
“１”となるビットが多いデータコードである程、またデータ量が多い程、太陽光や蛍光
灯などの外乱の影響を受けやすいことから、光空間伝送装置３が組み込まれる情報処理機
器１に、上記テストデータのうち、該情報処理機器１の通信条件に合致するものを選択す
るテストデータ選択指示入力手段９を設けることにより、より的確に光空間伝送装置３を
通信可能な状態に置くようにすることが可能となる。
【００３０】
実施の形態２．
本発明の実施の形態２は、光空間伝送装置を携帯情報端末に組み込んで使用する場合の一
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例を示すものである。
図５は本実施の形態２による光空間伝送装置の設置状態を模式的に示す図でああり、図に
おいて、Ａ，及びＢは、それぞれ第１の携帯情報端末，及び第２の携帯情報端末であり、
それぞれ光空間伝送装置４１を有している。各携帯情報端末Ａ，Ｂの光空間伝送装置４１
の発光手段４２，及び受光手段４３は、該各携帯情報端末Ａ，Ｂのある側面に配設されて
おり、互いに相手方の発光手段４２で発光した光信号４０を自身の受光手段４３で受光す
るものである。
【００３１】
図６は図１の携帯情報端末Ａ，Ｂ、及び光空間伝送装置４１の構成を示すブロック図であ
り、図において、携帯情報端末Ａ，Ｂは、記憶手段４５、データ処理手段４６，表示手段
４７，及び光空間伝送装置４１を有している。記憶手段４５は使用者が利用する種々のデ
ータ（以下、情報と記す）を記憶する。表示手段４７は例えば表示一体型タブレットから
なり、データの表示及びデータの入力を行うためのものである。データ処理手段４６は、
記憶手段４５に記憶された上記情報を読み出して表示手段４７に表示するとともに、表示
手段４７から入力されたデータを上記情報として記憶手段４５に記憶させる。
【００３２】
光空間伝送装置４１は、携帯情報端末Ａ，Ｂの記憶手段４５から上記情報を読み出して送
信データ４９として出力し、受信データ５２を記憶手段４５に記憶させ、かつ発光強度を
制御する通信監視手段４４、通信監視手段４４から出力される送信データ４９をエンコー
ドして送信信号５０に変換するエンコード手段５６、送信信号５０を、通信監視手段４４
からの増幅度指示信号５３に基づき増幅する送信信号増幅手段５７、増幅された送信信号
５０を変換して光信号４０ａを発光する上記発光手段４２、到来する光信号４０ｂを受光
して受信信号５１に変換する上記受光手段４３、受信信号５１の電圧レベルを検出して電
圧レベル通知信号５４を通信監視手段４４に出力するとともに、該受信信号５１を増幅す
る受信信号増幅手段５８、及び増幅された受信信号５１をデコードして受信データ５２に
変換するデコード手段５９を有している。ここで、エンコード手段５６，送信信号増幅手
段５７，及び発光手段４２が送信手段６３を構成し、デコード手段５９，受信信号増幅手
段５８，及び受光手段４３が受光手段６４を構成し、通信監視手段４４が制御手段を構成
する。また、通信監視手段４４，エンコード手段５６，及びデコード手段５９は、ＣＰＵ
等からなる演算装置５５により実現される。
【００３３】
次に、以上のように構成された本実施の形態２による光空間伝送装置の動作を図５，６に
従い説明する。
【００３４】
ここで、ある距離で、第１の携帯情報端末Ａと第２携帯情報端末Ｂとの間で、互いに自身
の記憶手段４５に記憶している情報を相手の記憶手段４５に記憶させて情報交換を行い、
次いで、両携帯情報端末Ａ，Ｂ間の距離を狭めて情報交換を行い、次いで両携帯情報端末
Ａ，Ｂ間の距離を広げて情報交換を行う場合を考えるものとする。
【００３５】
各携帯情報端末Ａ，Ｂの情報交換スイッチ（図示せず）をオンすると、各携帯情報端末Ａ
，Ｂでは、通信監視手段４４が、記憶手段４５から情報を読み出して送信データ４９とし
て出力するとともに、電圧レベル通知信号５４に基づき、発光手段４２での発光強度があ
る発光強度となる増幅度を指示する増幅度指示信号５３を出力する。この送信データ４９
の出力を受け、エンコード手段５６は、送信データ４９をエンコードして送信信号５０を
出力する。この送信信号５０の出力と上記増幅度指示信号５３の出力を受け、送信信号増
幅手段５７は、送信信号５０を、発光手段４２での発光強度が上記ある発光強度となるよ
う増幅して出力する。この出力を受け、発光手段４２は、上記増幅された送信信号５０を
変換して光信号４０ａを発光する。
【００３６】
次いで、相手方の携帯情報端末で上記のようにして、発光された光信号４０ｂが到来する
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と、受光手段４３がこれを受光し、変換して受信信号５１を出力する。この出力を受け、
受信信号増幅手段５８は、受信信号５１の電圧レベルを検出して電圧レベル通知信号５４
を通信監視手段４４に出力するとともに、該受信信号５１を増幅して出力する。この増幅
された受信信号５１の出力を受け、デコード手段５９は、該増幅された受信信号５１をデ
コードして受信データ５２に変換する。この受信データ５２の出力を受け、通信監視手段
４４は、受信データを記憶手段４５に記憶させる。これにより、２台の携帯情報端末Ａ，
Ｂ間で互いに情報の交換が行われる。また、通信監視手段４４は、上記電圧レベル通知信
号５４を受け、電圧レベル通知信号５４で通知された電圧レベルを内部メモリに記憶して
いる所定の電圧レベルと比較し、通知された電圧レベルが所定の電圧レベルより低い場合
には、現在の増幅度より大きい増幅度を指示する増幅度指示信号５３を、通知された電圧
レベルが所定の電圧レベルより高い場合には、現在の増幅度より小さい増幅度を指示する
増幅度指示信号を出力する。これにより、２台の携帯情報端末Ａ，Ｂ間で、送信データ４
９を送信する都度、自身の受信信号５１の電圧レベルが所定の電圧レベルより低い場合に
は、自身の発光手段４２の発光強度が上昇して、相手方の受信信号５１の電圧レベルを上
昇せしめ、逆に、自身の受信信号５１の電圧レベルが所定の電圧レベルより高い場合には
、自身の発光手段４２の発光強度が低下して、相手方の受信信号５１の電圧レベルを低下
せしめ、最終的に双方の受信信号５１の電圧レベルが所定のものとなり、また、この時の
双方の発光手段４２での発光強度は両携帯情報端末Ａ，Ｂ間の距離に応じたものとなる。
【００３７】
次に、両携帯情報端末Ａ，Ｂ間の距離が狭まると、双方の受信信号５１の電圧レベルが上
昇し、各々の発光強度が低下して、互いに相手方の受信信号５１の電圧レベルを低下せし
め、最終的に双方の受信信号の電圧レベルが所定のものとなる。
次に、両携帯情報端末Ａ，Ｂ間の距離が広がると、双方の受信信号５１の電圧レベルが低
下し、各々の発光強度が上昇して、互いに相手方の受信信号５１の電圧レベルを上昇せし
め、最終的に双方の受信信号の電圧レベルが所定のものとなる。
これにより、両方携帯情報端末Ａ，Ｂ間の距離が変化しても、両方携帯情報端末Ａ，Ｂの
受光強度は常に一定に保たれる。
【００３８】
以上のように本実施の形態２においては、受信信号５１の電圧レベル，すなわち受光手段
４３の受光強度，が低下すると発光手段４２の発光強度を上昇させ、受光手段４３の受光
強度が上昇すると発光手段４２の発光強度を低下させるようにしたので、２台の携帯情報
端末Ａ，Ｂ間で通信を行う場合、両者の相対的移動による両者間の距離の変化に伴い両者
の受光強度が変化しても、双方の発光強度が、互いに相手方の受光強度を補償するように
変化して、双方の受光強度を一定に保つため、受信強度の過大な変化により生じる通信障
害を防止することができる。また、２台の携帯情報端末Ａ，Ｂの光空間伝送装置４１，４
１を接近させて使用する場合にはその発光強度が小さくなるため、電力の消費を抑制する
ことができる。
【００３９】
【発明の効果】
以上のように本発明によれば、受光手段を、外部空間の所定の方向から到来する光信号と
送信部の発光手段から発光される光信号の一部とを受光できるよう配置し、テストモード
で、テストデータをエンコード手段に入力し、デコード手段から出力されるデータをテス
トデータと照合して光空間伝送装置が正常に動作しているか否かを判定し、正常に動作し
ていないとき異常報知手段を動作せしめるようにしたので、これにより、テストモードに
おいて、送信データとして入力したテストデータがエンコード手段，発光手段，及び受光
手段を経てデコード手段から送受信後のデータとして出力され、この送受信後のテストデ
ータと送信前のテストデータとを照合するので、この照合結果が一致するか否かにより受
光手段が通信環境の外乱の影響を受けているか否かを検出することができ、かつ受光手段
が通信環境の外乱の影響を受けて正常に動作しない場合には、異常報知手段が動作しない
よう、光空間伝送装置の姿勢を変えることにより、使用前に光空間伝送装置を通信可能な
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状態に置くことができ、容易に通信環境の外乱による通信障害を防止することができる。
また、光空間伝送装置の姿勢を変えてもなお異常報知手段が動作することにより、送信手
段，及び受信手段に異常があることを検知することができる。
【００４０】
また、本発明によれば、少なくともそのデータコードとデータ量とを組み合わせて定めた
複数のテストデータを予め記憶し、該複数のテストデータのうち、外部入力により選択さ
れたテストデータを制御手段に入力するようにしたので、これにより、その値が“１”と
なるビットが多いデータコードである程、またデータ量が多い程、太陽光や蛍光灯などの
外乱の影響を受けやすいことから、光空間伝送装置が組み込まれる情報処理機器に、上記
テストデータのうち、該情報処理機器の通信条件に合致するものを選択するテストデータ
選択指示入力手段を設けることにより、より的確に光空間伝送装置を通信可能な状態に置
くようにすることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態１による光空間伝送装置の設置状態を模式的に示す側面図で
ある。
【図２】図１のリモコン，及び光空間伝送装置の構成を示すブロック図である。
【図３】図１の発光手段，及び受光手段の詳細な構成を示す模式図である。
【図４】図１の光信号のデータフォーマットを示す図である。
【図５】本発明の実施の形態２による光空間伝送装置の設置状態を模式的に示す図である
。
【図６】図１の携帯情報端末，及び光空間伝送装置の構成を示すブロック図である。
【符号の説明】
１　リモコン
２　テレビ
３　第１の光空間伝送装置
４　第２の光空間伝送装置
６　キー入力手段
７　受信データ処理手段
８　データ表示手段
９　テストデータ選択指示入力手段
１０　演算装置
１１　送信データ
１２　テストデータ入力手段
１３　通信監視手段
１４　エンコード手段
１５　発光手段
１６　デコード手段
１７　受光手段
１８　送信信号
１９　受信信号
２０　送受信コード照合手段
２２　異常表示手段
２４　モード切換手段
２５　光信号
２７　受信データ
２８　テストデータ
２９　受信後のテストデータ
３０　異常表示信号
３１　ＬＥＤドライバ
３２　送信手段
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３３　受信手段
３４　増幅器
３５　照合結果信号
３６　発光強度等レベル曲線
３７　受光感度等レベル曲線
３８　重なり領域
３９　制御手段
４０　光信号
４１　光空間伝送装置
４２　発光手段
４３　受光手段
４４　通信監視手段
４５　記憶手段
４６　データ処理手段
４７　表示手段
４９　送信データ
５０　送信信号
５１　受信信号
５２　受信データ
５３　増幅度指示信号
５４　電圧変化レベル通知信号
５５　演算装置
５６　エンコード手段
５７　送信信号増幅手段
５８　受信信号増幅手段
５９　デコード手段
６１　ＬＥＤの指向方向
６２　フォトダイオードの指向方向
６３　送信手段
６４　受信手段
Ａ　第１の携帯情報端末
Ｂ　第２の携帯情報端末
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】
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